
は
じ
め
に

被
相
続
人
が
、
相
続
開
始
前
に
、

土
地
の
売
買
契
約
を
締
結
し
、
そ
の

所
有
権
移
転
前
に
死
亡
し
た
場
合
、

そ
の
課
税
財
産
は
、
売
主
死
亡
の
と

き
は
売
買
残
代
金
債
権
（
土
地
と
す

る
学
説
も
あ
り
ま
す
。
）
、
買
主
死
亡

の
と
き
は
所
有
権
移
転
請
求
権
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

相
続
人
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
売
買

契
約
が
履
行
さ
れ
れ
ば
問
題
は
な
い

の
で
す
が
、
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ

た
場
合
は
、
そ
の
性
質
に
よ
り
、
改

め
て
、
課
税
財
産
は
、
土
地
で
あ
る

か
売
買
残
代
金
債
権
等
で
あ
る
か
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
契
約
解
除
に
関
す

る
最
新
判
決
を
中
心
に
、
売
買
契
約

に
係
る
相
続
税
の
課
税
財
産
に
つ
い

て
争
わ
れ
た
判
決
・
裁
決
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

１
�
売
主
が
死
亡
し
た

場
合
の
課
税
財
産

昭
６１
・
１２
・
５
最
高
裁

（
棄
却
）（
確
定
）

Ｚ
１
５
４
―
５
８
４
０

最
高
裁
判
決
で
は
、
売
買
代
金
の

残
金
支
払
時
を
所
有
権
移
転
時
期
と

す
る
農
地
の
売
買
契
約
の
売
主
で
あ

る
被
相
続
人
が
、
売
買
代
金
の
一
部

を
受
領
し
、
農
地
法
に
基
づ
く
届
出

が
受
理
さ
れ
た
後
に
死
亡
し
た
場
合

の
相
続
税
の
課
税
財
産
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
判
断
し
て
い
ま
す
。

「
た
と
え
本
件
土
地
の
所
有
権
が
売

主
に
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
も
は

や
そ
の
実
質
は
売
買
代
金
債
権
を
確

保
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
…
…
、
本
件

に
お
い
て
相
続
税
の
課
税
財
産
と
な

る
の
は
、
売
買
残
代
金
債
権
で
あ
る

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
そ
の
後
の

裁
判
例
・
裁
決
例
に
引
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

２
�
法
定
申
告
期
限
前

の
契
約
解
除

平
２３
・
９
・
２８
広
島
地
裁

（
全
部
取
消
し
）（
確
定
）

Ｚ
８
８
８
―
１
６
１
９

〈
事
案
の
概
要
〉

戊
（
被
相
続
人
、
売
主
）
は
、
生

前
、
Ａ
社
と
の
間
で
、
土
地
建
物
の

売
買
契
約
を
締
結
し
、
Ａ
社
か
ら
手

付
金
１
７
０
０
万
円
の
交
付
を
受
け

て
い
ま
し
た
が
、
戊
の
相
続
開
始

後
、
原
告
ら
は
、
Ａ
社
に
手
付
金
の

倍
額
３
４
０
０
万
円
を
支
払
い
、
売

買
契
約
を
解
除
し
ま
し
た
。

本
件
は
、
処
分
行
政
庁
が
、
売
買

契
約
に
係
る
課
税
財
産
は
、
原
告
ら

が
申
告
し
た
土
地
建
物
で
は
な
く
、

売
買
契
約
の
売
買
残
代
金
請
求
権
で

あ
る
と
し
て
更
正
処
分
等
を
行
っ
た

こ
と
か
ら
争
わ
れ
た
も
の
で
す
。

な
お
、
売
買
契
約
書
１０
条
（
手
付

解
除
）
で
は
、「
…
引
渡
期
日
ま
で

は
、
戊
は
Ａ
社
に
手
付
金
の
倍
額
を

支
払
い
、
ま
た
、
Ａ
社
は
戊
に
手
付

金
を
放
棄
し
て
こ
の
契
約
を
解
除
で

き
る
。
た
だ
し
、
契
約
の
相
手
方
が

売
買
契
約
の
履
行
に
着
手
し
た
時
は

解
除
で
き
な
い
。
」
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

〈
裁
判
所
の
判
断
〉

広
島
地
裁
判
決
で
は
、
次
の
と
お

り
判
断
し
、
更
正
処
分
等
の
全
部
を

取
り
消
し
ま
し
た
。

�
「
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
」

と
解
除
の
遡
及
効

�

課
税
財
産
と
な
る
「
相
続
に
よ

り
取
得
し
た
財
産
」
の
解
釈
に
あ
た

っ
て
は
、
相
続
に
関
す
る
民
法
の
規

定
に
整
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
べ
き

で
あ
る
。

�

そ
う
す
る
と
、
あ
る
財
産
が
、

相
続
開
始
後
の
解
除
の
遡
及
効
（
民

法
５
４
５
�
）
に
よ
っ
て
、
民
法
上

の
相
続
財
産
に
帰
属
し
な
い
と
さ
れ

た
場
合
は
、
相
続
税
法
上
の
「
相
続

に
よ
り
取
得
し
た
財
産
」
に
も
帰
属

し
な
い
こ
と
に
な
る
。

�

も
っ
と
も
、
納
税
申
告
後
の
解

除
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
後
発
的

事
由
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
制
度

（
通
法
２３
�
）
に
よ
る
手
続
的
な
制

約
が
あ
る
の
で
、
当
然
に
、
民
法
上

の
解
除
の
遡
及
効
が
課
税
関
係
に
影

響
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
更

正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
（
通

法
２３
�
三
、
通
令
６
�
二
）
、
課
税
関

係
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

�

い
わ
ゆ
る
後
発
的
事
由
に
基
づ

く
更
正
の
請
求
に
お
い
て
は
、
解
除

権
の
行
使
に
よ
る
解
除
と
そ
れ
以
外

の
解
除
が
区
別
さ
れ
て
、
後
者
に
つ

い
て
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
要
求

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
恣
意
的
な
解

除
（
合
意
解
除
な
ど
）
に
よ
る
税
負

担
の
不
当
な
軽
減
を
防
止
す
る
趣
旨

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

�

こ
の
趣
旨
は
、納
税
申
告
前
（
法

定
申
告
期
限
前
）
の
解
除
に
つ
い
て

も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
納

税
申
告
前
の
解
除
に
つ
い
て
も
、
更

正
の
請
求
の
規
定
（
通
法
２３
�
三
、

通
令
６
�
二
）
に
準
じ
て
、
当
該
契

約
が
、（
ａ
）
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ

て
解
除
さ
れ
た
場
合
、
又
は
、（
ｂ
）

当
該
契
約
の
成
立
後
生
じ
た
や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
た

場
合
に
限
り
、
課
税
関
係
に
影
響
を

及
ぼ
す
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

�
本
件
解
除
の
性
質

�

被
告
は
、
Ａ
社
が
履
行
に
着
手

し
て
い
た
な
ど
の
理
由
か
ら
、
原
告

ら
は
売
買
契
約
の
約
定
に
基
づ
く
手

付
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
、
本
件
解
除
は
実
質
的
に
合
意
解

除
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。

�

し
か
し
、
Ａ
社
に
、
売
買
契
約

書
１０
条
に
い
う
「
履
行
の
着
手
」
が

あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
Ａ

社
は
、
原
告
か
ら
の
手
付
契
約
に
基

づ
く
解
除
権
の
行
使
を
甘
受
す
べ
き

立
場
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
、
被

告
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

�
売
買
契
約
に
係
る
課
税
財
産

�

本
件
解
除
は
、
手
付
契
約
に
基

づ
く
解
除
権
の
行
使
に
よ
る
解
除
で

あ
る
か
ら
、
前
記
�
の
「
解
除
権
の

行
使
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
た
」
場
合

に
該
当
す
る
の
で
、
本
件
解
除
の
遡

及
効
は
、
課
税
関
係
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
に
な
る
。

�

す
な
わ
ち
、
売
買
契
約
は
、
そ

の
成
立
時
点
（
平
成
１７
年
１２
月
７

日
）
に
遡
っ
て
消
滅
し
、
相
続
開
始

日
（
平
成
１８
年
３
月
１０
日
）
に
お
い

て
、
売
買
契
約
は
存
在
せ
ず
、
売
買

残
代
金
請
求
権
も
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
か
ら
、
売
買
契
約
に
係

る
課
税
財
産
は
、
土
地
建
物
で
あ
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

�

仮
に
、本
件
解
除
が
、
原
告
ら
、

Ａ
社
間
の
合
意
に
基
づ
く
解
除
（
合

意
解
除
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戊

は
、
相
続
税
の
納
税
資
金
の
た
め
に

売
買
契
約
を
締
結
し
た
が
、
戊
の
死

亡
後
、
新
た
に
納
税
資
金
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
た
め
、
合
意
解
除
に

至
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
合
意
解

除
は
国
税
通
則
法
施
行
令
６
条
１
項

２
号
の
「
当
該
契
約
の
成
立
後
生
じ

た
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
」
る
解

除
に
該
当
す
る
の
で
、
売
買
契
約
に

係
る
相
続
税
の
課
税
財
産
は
、
土
地

建
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
結
論
は
変
わ
ら
な
い
。

�
土
地
建
物
の
評
価

土
地
建
物
の
価
額
は
、
財
産
評
価

基
本
通
達
に
よ
り
評
価
す
べ
き
で
あ

る
。

３
�
相
手
方
の
履
行
遅

延
に
よ
る
合
意
解
除

平
１５
・
１
・
２４
裁
決
（
全
部
取

消
し
）
Ｊ
６５
―
４
―
３９

本
裁
決
で
は
、
次
の
理
由
か
ら
、

売
買
契
約
に
係
る
課
税
財
産
は
土
地

と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
断

し
て
い
ま
す
。

「
Ｍ
社
は
、
本
件
土
地
の
買
収
目
的

で
あ
っ
た
出
店
計
画
が
行
き
詰
ま
っ

た
こ
と
か
ら
、
売
買
契
約
締
結
の
日

か
ら
相
続
開
始
の
日
（
平
成
１１
年
８

月
１５
日
）
ま
で
の
約
２
年
８
か
月
の

間
、
売
買
残
代
金
の
支
払
義
務
を
履

行
し
て
お
ら
ず
、
平
成
１３
年
４
月
２５

日
、
売
買
契
約
を
合
意
解
除
す
る
に

至
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
相
続
開

始
時
点
に
お
い
て
、
売
買
残
代
金
請

求
権
が
確
定
的
に
被
相
続
人
に
帰
属

し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
」

お
わ
り
に

平
成
２３
年
９
月
２８
日
広
島
地
裁
判

決
で
は
、
国
税
通
則
法
上
、
明
示
的

な
規
定
の
な
い
法
定
申
告
期
限
前
の

契
約
解
除
に
つ
い
て
、
後
発
的
事
由

に
基
づ
く
更
正
の
請
求
の
規
定
（
通

法
２３
�
三
、
通
令
６
�
二
）
に
お
け

る
解
除
権
の
行
使
等
に
準
じ
て
解
釈

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
類
似
す
る
裁

判
例
は
、
少
な
い
の
で
、
実
務
の
参

考
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
で
売
買
契
約

に
係
る
相
続
税
の
課
税
財
産
の
判
決

・
裁
決
を
検
索
す
る
場
合
の
漢
字
キ

ー
ワ
ー
ド
は
「
売
主
死
亡
」
、「
買
主

死
亡
」
で
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

売
買
契
約
に
係
る
相
続
税
の
課
税
財
産

―
契
約
解
除
と
遡
及
効
―

依
田

孝
子
〔
大
森
〕
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